
【労働者健康福祉機構】

ＮＯ 交付又は支出先法人名称 名目・趣旨等
交付又は支出

額
（単位：円）

（会費の場合）支出先
法人が定める会費一
口当たりの金額、もし
くは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

1 岡山県医師会 会費 702,000 18,000
1/16,1/31
※複数施設から支出

病院運営において、会員へ提供される医療情報や地域医療機関との連携が
必要であるため。

2 堺市医師会 平成25年度第3期分医師会費 110,900 110,900 1/6
病院運営において、会員へ提供される医療情報や地域医療機関との連携が
必要であるため。

3 高梁医師会 高梁医師会会費後期分 115,000 115,000 1/10
病院運営において、会員へ提供される医療情報や地域医療機関との連携が
必要であるため。

4 日本中毒情報センター 賛助会費 100,000 100,000 2/17
化学物質等の成分によっておこる急性期中毒について広く情報収集を行うに
あたり、会員専用の電話が必要であるため（一般回線では大変混雑する）。

合計 1,027,900

平成２５年度第４四半期における公益法人への会費の支出の状況


